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研究代表者 費目別内訳の入力

 研究代表者は支払請求時に研究代表者・研究分担者ごとの直接経費配分額（費目別内訳）を入力してください。
 直接経費の総額は費目別内訳から自動計算します。
 間接経費は直接経費の3割を自動計算します（手入力による修正も可能）。

代表者

研究代表者は研究分担者ごとの
直接経費の費目別内訳を入力

間接経費が直接経費の３割でない場合は
手動入力を選択して修正も可能
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研究代表者 支払請求書作成時の注意点

(令和８年の支払請求からの変更点)

代表者

 間接経費交付決定額変更申請書（F-16）を事前に提出する必要がある場合について

研究代表者所属機関及び研究分担者所属機関のどちらも間接経費を受領できない機関である場合、
事前にJSPSへ間接経費交付決定額変更申請書（F-16）の届け出を行い、変更交付決定を受けた上で
変更後（間接経費相当額を除いた直接経費のみ）の金額で支払請求書（F-2-1）を作成する必要があります。
なお、間接経費交付決定額変更申請書（F-16）の届出から変更交付決定までは１か月程度の期間を要します。

 支払請求書作成時、研究分担者の所属機関変更はできないこととする仕様変更について

研究分担者の所属機関変更は当会への届け出不要であり、随時システム上で変更可能としていることから、
適宜機関において登録変更を行っていることを前提として、今回の改修で支払請求書（F-2-1）作成時に
研究分担者の所属機関変更ができないように仕様変更を行いました。
そのため支払請求書（F-2-1）作成時までに、研究分担者の所属機関変更が登録できていない場合、
システム上で登録されている前所属機関へ分担金が送金されることとなります。


